
修業年限４年以上の
専門課程の学科数

３５６学科

専修学校専門課程

専 門 学 校

専 門 学 校
（ 専 門 課 程 ）

高等専修学校
（ 高 等 課 程 ）

一 般 課 程

＜ 専 修 学 校 ＞

専 門 学 校
（ 専 門 課 程 ）

・中学校卒業者 （特になし）
・高等学校卒業者
・３年制の高等専

修学校卒業者

専門学校（専修学校専門課程）は，昭和５１年に新しい学校制度として創設された専修学校の３つ
の課程の一つです。学校教育法の中で専修学校は，「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し，
又は教養の向上を図る」ことを目的とする学校であるとされ，実践的な職業教育，専門的な技術教育
を行う教育機関として，多岐にわたる分野でスペシャリストを育成しています。

お問い合わせは．．．お問い合わせは．．．「専門士」の称号「専門士」の称号
以下の要件を満たした課程で，文部科学大臣が認めた専門学校の修了者に対しては，「専門士」の称号

が付与されています。
平成１７年５月現在，修業年限が２年以上の学科は７，３５７学科ありますが，このうちの９３％にあたる６，８４３

学科が，「専門士」の称号が付与される課程として認められており，毎年２０万人以上の生徒に称号が付与
されています。

Ｑ＆ＡＱ＆Ａ
◆大学へ編入学するときは何年次に編入学できるのですか？

編入学にあたっては，大学が，編入学試験の結果や，専門学校での履修内容などを評価し，編入年次を決定します。
したがって，一律に何年次に編入できるかが決まっているわけではありません。編入年次をはじめ，単位認定など編
入学に関することは各大学で定めていますので，事前に，希望する大学の入試課へ問い合わせ，編入学に必要な手続
きや書類等について調べておくことが必要です。

◆どの学校でどんな資格がとれるのでしょうか？
平成１７年５月現在，専門学校は２，９７３校あり，様々な内容の教育が行われていますが，残念ながらどの学校でどのよ

うな資格が取得できるかの一覧はありません。専門学校を紹介している書籍や，ホームページなどで調べてみてくださ
い。学校によっては，オープンキャンパスや学校説明会などを行っていますので，それらに参加するのもよいでしょう。

また，専門学校として認可されているかどうかは都道府県の私立専修学校担当課に問い合わせることで確認できます。

◆学費はどのくらいかかるのでしょうか？
学生納付金には入学金，授業料，施設費，教材費，実験実習費などがあります。専門学校は，各分野にさまざまな

学科があり，学生納付金もそれぞれ違います。詳細については，各専門学校にお問い合わせください。

①　修業年限が２年以上
②　総授業時数が１，７００時間以上
③　試験等により成績評価を行い，その評価に基づいて

課程修了の認定を行っている

「専門士」の称号が付与される専門学校の要件

私立専修学校の所轄庁は，専修学校が設置されている都道府県になりますので，各私立専修
学校に対するお問い合わせは，下記の各都道府県の私立専修学校担当課にお願いします。

文部科学省　生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室
〒100-8959　東京都千代田区丸の内２－５－１

電話０３（５２５３）４１１１（代表）　　http://www.mext.go.jp

このほか、専修学校の全国的団体である財団法人専修学校教育振興会（http://www.sgec.or.jp）や各都道府県の
専修学校協会などで情報誌を作成している場合もあります。

◆私立専修学校について◆私立専修学校について

日本学生支援機構の奨学金をはじめ，各都道府県や専門学校が行っているものなど，多くの奨学金制度が整備され
ています。
［問い合わせ先］日本学生支援機構奨学事業相談センター　　０５７０-０３-７２４０（ナビダイヤル）

奨学金について奨学金について

修業年限２年以上の
専門課程の学科数

７，３５７学科

（平成１７年１２月告示現在）

専門士の称号を
付与される学科数

６，８４３学科

専門士の称号を
付与される学科数

６，８４３学科
(93.0%)(93.0%)

平成１７年度から，以下の要件を満たした課程で，文部科学大臣が認めた専門学校の修了者に対して，「高
度専門士」という新たな称号が与えられることとなりました。

平成１７年５月現在，修業年限が４年以上の学科は３５６学科ありますが，このうちの５４％にあたる１９２学科
が，「高度専門士」の称号を付与することができる課程として認められており，平成１７年度には約６千人
の生徒に称号が付与されています。

①　修業年限が４年以上
②　総授業時数が３，４００時間以上
③　体系的に教育課程が編成されていること
④　試験等により成績評価を行い，その評価に基づいて

課程修了の認定を行っている

「高度専門士」の称号が付与される専門学校の要件

（平成１７年１２月告示現在）

高度専門士の
称号を付与される
学科数 １９２学科

高度専門士の
称号を付与される
学科数 １９２学科

(53.9%)(53.9%)
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北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神奈川県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和歌山県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿児島県

沖 縄 県

総務部  学事課

総務部　総務学事課

総務部  総務室

総務部  私学文書課

学術国際部　学術国際政策課

教育庁  教育やまがた振興課

総務部  文書管財領域私立学校グループ

総務部  総務課

総務部  文書学事課

総務局  学事法制課

総務部  学事課

総務部  学事課

生活文化局　私学部　 私学行政課／私学振興課

県民部  学事振興課

総務管理部  文書私学課

経営管理部  文書学術課　私学振興係

総務部  総務課

総務部  大学・私学振興課

総務部  私学文書課

教育委員会事務局　私学教育振興チーム

環境生活部　人づくり文化課

総務部  私学振興室

県民生活部　学事振興課　私学振興室  

生活部  私学振興グループ

総務部  総務課

総務部  文教課

生活文化部  私学課

企画管理部　教育・情報局　教育課

総務部  総務課

総務部  総務管理局　総務学事課

総務部  教育･学術振興課

総務部  総務課

総務部  総務学事課

県民生活部　総務管理局　私学振興室

総務部　学事文書課

企画総務部  総務課

総務部  総務学事課

総務部　私学文書課

企画振興部　私学・大学支援課

総務部  私学学事振興局  私学振興課

私学文化課 

総務部  学事振興課

総務部  私学文書課

生活環境部　私学振興・青少年課

地域生活部  生活・文化課

総務部  学事法制課

総務部  総務私学課

〒060-8588�札幌市中央区北３条西６丁目

〒030-8570�青森市長島１－１－１

〒020-8570�盛岡市内丸１０－１

〒980-8570�仙台市青葉区本町３－８－１

〒010-8570�秋田市山王４－１－１

〒990-8570�山形市松波２－８－１

〒960-8670�福島市杉妻町２－１６

〒310-8555�水戸市笠原町９７８－６

〒320-8501�宇都宮市塙田１－１－２０

〒371-8570�前橋市大手町１－１－１

〒330-9301�さいたま市浦和区高砂３－１５－１

〒260-8667�千葉市中央区市場町１－１

〒163-8001�新宿区西新宿２－８－１

〒231-8588�横浜市中区日本大通１

〒950-8570�新潟市新光町４－１

〒930-8501�富山市新総曲輪１－７

〒920-8580�金沢市鞍月１－１

〒910-8580�福井市大手３－１７－１

〒400-8501�甲府市丸の内１－６－１

〒380-8570�長野市大字南長野字幅下６９２－２

〒500-8570�岐阜市藪田南２－１－１

〒420-8601�静岡市葵区追手町９－６

〒460-8501�名古屋市中区三の丸３－１－２

〒514-8570�津市広明町１３

〒520-8577�大津市京町４－１－１

〒602-8570�京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

〒540-8570�大阪市中央区大手前２－１－２２

〒650-8567�神戸市中央区下山手通５－１０－１

〒630-8501�奈良市登大路町３０

〒640-8585�和歌山市小松原通り１－１

〒680-8570�鳥取市東町１－２２０

〒690-8501�松江市殿町１

〒700-8570�岡山市内山下２－４－６

〒730-8511�広島市中区基町１０－５２

〒753-8501�山口市滝町１－１

〒770-8570�徳島市万代町１－１

〒760-8570�高松市番町４－１－１０

〒790-8570�松山市一番町４－４－２

〒780-8570�高知市丸ノ内１－２－２０

〒812-8577�福岡市博多区東公園７－７

〒840-8570�佐賀市城内１－１－５９

〒850-8570�長崎市江戸町２－１３

〒862-8570�熊本市水前寺６－１８－１

〒870-8501�大分市大手町３－１－１

〒880-8501�宮崎市橘通東２－１０－１

〒899-8577�鹿児島市鴨池新町１０－１

〒900-8570�那覇市泉崎１－２－２

011（242）2985

017（734）8006

019（629）5049

022（211）2296

018（860）1225

023（630）2874

024（521）7903

029（301）2259

028（623）2074

027（223）2436

048（830）4735

043（225）9383

03（5388）1336

045（210）8839

025（283）5065

076（444）3475

076（225）1234

0776（26）1171

055（223）1415

026（235）7387

058（275）4870

054（221）2943

052（971）9889

059（224）2408

077（528）4811

075（414）4523

06（6944）6650

078（362）3963

0742（26）0457

073（431）0232

0857（26）8110

0852（22）6168

086（234）7433

082（211）3239

083（933）2137

088（621）2821

087（835）4715

089（921）1389

088（825）2537

092（643）3135

0952（25）7345

095（895）2547

096（384）6552

097（538）6038

0985（20）2221

099（286）5508

098（866）2079

011（231）4111

017（722）1111

019（651）3111

022（211）2268

018（860）1111

023（630）2052

024（521）1111

029（301）1111

028（623）2056

027（223）1111

048（824）2111

043（223）2172

03（5321）1111

045（210）1111

025（285）5511

076（431）4111

076（225）1111

0776（21）1111

055（237）1111

026（232）0111

058（272）1111

054（221）2009

052（961）2111

059（224）2161

077（524）1121

075（451）8111

06（6941）0351

078（341）7711

0742（22）1101

073（432）4111

0857（26）7111

0852（22）5111

086（224）2111

082（228）2111

083（922）3111

088（621）2500

087（831）1111

089（941）2111

088（823）1111

092（651）1111

0952（24）2111

095（824）1111

096（383）1111

097（536）1111

0985（26）7118

099（286）2111

098（866）2074

都 道 府 県 名 　 　 私 立 学 校 事 務 主 管 課 名 　 　 　 　 所 　 　 在 　 　 地 　 　 電 話 番 号 　Ｆ　Ａ　Ｘ　

入
学
資
格

専修学校には入学資格の違いにより，
３つの課程がありますが，専門学校はこ
のうちの専門課程にあたり，図のように
高等学校卒業者を対象とした学校です。
平成１７年５月現在，２，９７３校あり，６９５，６０８
人が学んでいます。

専 門 学 校

「高度専門士」の称号（平成１７年制度改正）「高度専門士」の称号（平成１７年制度改正）


